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神戸市新型コロナウイルス感染症対策 

５類移行後の対応報告書 



作成にあたって 

新型コロナウイルス感染症については、令和５年（2023 年）５月８日に感染症法上

の位置づけが５類感染症に変更され、一つの節目を迎えたことから、「神戸市新型コロ

ナウイルス感染症対策第３次対応検証結果報告書」（令和５年８月公表）を作成し、第

６波以降の取り組みについて振り返り、有効に機能した点、今後の対策として見直しや

新たな対応が必要な点について検証するとともに、次の感染症危機への備えについて総

括した。 

５類移行後、継続して取り組んでいる感染症対策もあったが、令和６年（2024 年）

４月から通常の医療提供体制に移行することが国から示された。 

そこで、今般「５類移行後の対応報告書」を取りまとめ、これまでの３次にわたる検

証結果報告書と合わせ見ることで、令和２年(2020 年)１月から始まった新型コロナウ

イルス感染症に関する一連の対策を捉えることができるようにした。

（対象期間） 

特に定めがない限り、令和５年５月８日～令和６年３月 31 日までの取り組みについ

て記載する。 
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１．医療提供体制及び相談体制 

（１）５類移行に向けた対応（５月８日に向けた取り組み）

＜課題＞ 

国の考え方は、全ての医療機関での受入（診療、入院）が進むというものであったが、

病床確保料が半減されるなど医療機関への支援金が減少する中、令和５年（2023 年）

５月８日以降は、逆に受入病床が減るのではないかという懸念を医師会、受入病院、神

戸市では持っていた。 

兵庫県の５月８日以降の受入医療機関集計の結果によると、兵庫県域全体として、病

床確保医療機関数は現行の 125 機関から 144 機関へと僅かに増加するものの、最大確

保病床数は現行の 1,712 床から 1,395 床へ減少することとなっており、国が想定してい

たような全ての医療機関での受け入れという状況とは程遠い結果となった。 

県の集計結果において、神戸市内の医療機関では、外来受入は 501 医療機関から 568

医療機関へと 67 医療機関の増加、入院受入については、病床確保医療機関は現行の 33

機関から 37 機関へと４機関の増加をしたが、最大確保病床数は現行の 465 床から 423

床へと集計結果上の数値としては減少となっていた。 

＜対策＞ 

そのため、神戸市として改めてコロナ受入病院 33 病院、新規受入病院４病院を訪問

し、「感染状況に応じた出来る限りの受入」について改めて依頼を行った結果、感染拡

大時には、これまでどおりの最大確保病床数である 465 床を確保した。その際に受入病

院側からでた意見を踏まえ、２次救急当番病院に対してアンケートを行うとともに、改

めて保健所より市内医療機関に対して、以下の通知を令和５年４月末に行い、症状の軽

い患者による病床ひっ迫を防ぐための入院調整の目安を示して協力を要請するととも

に、保健所・医療機関の情報共有体制を強化した。 

・２次救急当番病院に対して、当番日における感染者（疑いを含む）の受入体制整備

を依頼。夜間・休日における救急搬送は内科系当番病院を優先するが、内科当番以

外においても、各科当番日には感染（疑いを含む）を合併している救急患者の受け

入れの協力を依頼。

・受入病院に対しては、「E-MIS（広域災害救急医療システム）」へ空床数等を毎日入

力することを依頼。週１回は保健所の入院調整ラインから医療機関間での入院調整

が円滑に行われているかの確認及び速やかな入力を依頼するとともに、医療機関に

５類移行後の入院調整状況など医療機関の参考となる情報を提供している。

・保健所の入院調整（入院調整シート提出）は原則重症患者のみとしたうえで、重症

患者以外で病診・病病間で調整がつかなかった場合は保健所でも入院調整に協力す

る。

・要介護高齢者で、①独居の方、②コロナ陽性を理由に介護サービスが入らなくなっ
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た方、③高齢者施設等において対応が困難な方で、どうしても自宅や施設での療養

が困難な場合は、最⾧５日間の宿泊療養施設の利用を保健所で判断する。 

・「E-MIS（広域災害救急医療システム）」や定点観測だけでは把握できない医療現場

の状況を把握するために、市内医療機関から定期的に情報収集し、収集した情報に

ついては市内医療機関と共有する。 

また、５類移行に伴い、外出自粛要請や入院勧告などの措置がとれなくなるなど、感

染症対策の実施については個人・事業主の判断が基本となり、これまでと考え方が大き

く変わることになることから、医療機関で陽性者に配布するチラシや市ホームページに

おいて、「発症翌日から５日間は療養すること」、「発症から 10 日間はマスクを着用する

こと」等の療養中の注意点について周知を図るとともに、発熱外来の受入体制を強化す

べく医師会等を通じて幅広く診療を受け入れてもらえるよう要請を行った。 

（２）５類移行後の対応

（病床確保及び入院調整） 

５類移行に伴う入院医療体制に係る国の考え方は、入院措置を原則とした行政の関与

を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な

通常の対応に移行していくこととなった。こうした移行を実現すべく、令和５年（2023

年）９月末までの入院体制や入院調整体制、自宅・高齢者施設等における療養体制等を

取りまとめた移行計画を同年４月に各都道府県で策定することとされた。さらに、令和

６年（2024 年）４月から確実に通常の医療提供体制へ移行するため、令和５年９月末

までを対象期間としていた移行計画を令和６年３月末までのものへの変更を同年 10 月

に各都道府県で行った。 

令和５年５月８日以降の神戸市における病床確保は、感染拡大時の最大確保病床数

465 床を維持した。軽症・中等症患者は医療機関間で入院調整することとし、調整困難

な場合や重症患者等の入院調整は保健所が行った。新たに新型コロナ患者の受入医療機

関には、入院受入可能な病床を E-MIS（広域災害救急医療システム）へ入力していただ

き、それを公開することで医療機関間での入院調整の支援を行った。令和５年５月８日

から９月 30 日までの保健所での入院調整の実績は 11 件であった。 

令和５年 10 月以降の病床確保については、原則として重症・中等症Ⅱの入院患者を

受け入れるために必要な病床に重点化したうえで、入院患者数に応じて即応できる病床

数を確保していく段階運用を行うこととなった。病床確保料についても、この方針に基

づいて確保される病床に対してのみ支給されるものとなった。 
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こうした国の方針を踏まえ、神戸市では、感染拡大当初には、公立・公的病院を中心

としつつ、さらに感染が拡大するタイミングにおいては、その対応が公的病院に集中し

ないよう、これまでもコロナ患者受入をしていただいていた民間病院も含め、兵庫県と

一緒に、病床確保の調整を行い、各段階に応じた病床数の確保を行った。 

令和５年 10 月１日の段階運用開始時においては、県の入院患者数が 704 人であった

ことから、移行基準に基づいて段階Ⅱとされたが、その後、入院患者数の減少に伴い 10

月 11 日に段階Ⅰへ、10 月 18 日には段階０（必要確保病床数なし）に移行した（10 月

中は経過措置として段階Ⅰにおける必要病床数を継続して確保することとされた）。令

和６年１月より再び入院患者数が増加し、令和６年１月 10 日には段階Ⅰへ、１月 17 日

には段階Ⅱへと引き上げられていたが、３月に入って入院患者数が減少したことに伴い、

３月６日に段階Ⅰへ引き下げられた。この間、それぞれの段階に応じた必要な病床数を

確保してきた。 

また、入院調整は原則、医療機関間での調整となった。入院調整困難時には、医療

機関及び消防局と連携しながら保健所で後方支援を行うこととし、医療機関からの入

院相談対応を継続していたが、結局、保健所として入院調整の実績はなかった。 

令和６年４月以降は、通常の医療提供体制へ移行し、病床確保を要請しないことを念

頭に、全ての新型コロナ患者を確保病床によらず、幅広い医療機関で受入体制を構築す

ることとされ、病床確保料による支援も終了した。入院調整についても、令和５年 10

月以降と同様に、医療機関間で行う。 

段階 段階Ⅰ 段階Ⅱ 段階Ⅲ 

移行基準 ピーク時（第７波又は

第８波の最大在院者

数）の1/3の在院者数

に到達 

ピーク時の 

1/2の在院者数に到達 

ピーク時の 

８割の在院者数に到

達 

確保病床数算出式 

（国の目安） 

(ピーク時の1/2－ピ

ーク時の1/3)×0.25 

左記＋ 

(ピーク時－ピーク時

の1/2)×0.25 

左記＋ 

(直近の伸び率等から

試算した２週間後の

在院者数－ピーク時)

×0.25 
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（高齢者施設・障害者施設などへの対応） 

国においては新型コロナウイルス感染症の５類移行後、検査費用の公費負担は終了す

るが、重症化リスクの高い高齢者等が利用する高齢者・障害者施設などでの検査は行政

検査として公費で継続することとした。 

そのため、神戸市では高齢者・障害者施設（入所・通所）及び訪問系事業所の職員に

対する定期検査と高齢者・障害者施設で陽性者が発生した際の周囲の人への検査を令和

６年（2024 年）３月末まで実施した。 

その後、国では令和６年４月１日からは他の疾病との公平性からコロナ医療費の公費

負担や高齢者施設・障害者施設等での行政検査も終了することとなり、神戸市において

も感染の状況や参加事業所数、検査の陽性率が減少していること等から令和６年３月末

で高齢者・障害者施設等での検査を終了した。 

 

時期 5/8～9/30 10/1～3/31 4/1～ 

対応 ・高齢者・障害者施設（入所・通

所）及び訪問系事業所職員へ

の定期検査 

・高齢者・障害者施設（入所・通

所）で陽性者が発生した際の

周囲の人への検査 

 

同  左 

 

終  了 

 

〇宿泊療養施設 

国においては新型コロナ感染症の５類移行に伴い、患者に対する外出自粛要請がなく

なることから、隔離目的の宿泊療養施設は終了するが、高齢者等の療養のための宿泊療

養施設は９月末まで自治体の判断で継続できることとした。 

神戸市では５月８日以降も要介護高齢者等の入院調整中の療養目的のため、２施設の

運営を継続したが、５月８日以降の感染状況や入院調整の状況から１施設は６月末で運

営を終了した。 

５月８日から９月末までの間、入院調整が円滑に進み、宿泊療養施設への入所は無く、

時期 5/8～9/30 10/1～3/31 4/1～ 

入院調整

方針 

・軽症、中等症患者は、医療機

関間で調整 

・重症患者は原則、保健所が

調整 

・兵庫県 E-MIS（広域災害救

急医療情報システム）活用 

・原則、医療機関間で

の調整 

・入院調整困難時は 

保健所が後方支援 

 

同  左 
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９月末で残り１つの宿泊療養施設の運営も終了した。 

 

時期 5/8～9/30 10/1～ 

対応 ・5/8～6/30 

２施設運営（定員 66 名） 

入所実績 なし 

・7/1～9/30 

１施設運営（定員 36 名） 

入所実績 なし 

 

終  了 

 

（相談ダイヤル） 

〇健康相談ダイヤル 

国においては自治体の相談機能は５類移行後も外来や救急の影響緩和のため、発熱時

の受診相談及び陽性判明後の体調急変時の対応の相談について継続することとした。 

神戸市では５月８日以降も受診相談と体調急変時の相談を担当する健康相談ダイヤ

ルに加え後遺症相談ダイヤルの運営を継続した。 

また、相談件数が減少している状況から 10 月より健康相談ダイヤルの体制を縮小し

た。（派遣職員出務人数：25 人/日勤⇒３人/日勤） 

国においては令和６年（2024 年）４月１日以降自治体での相談を終了するとしてお

り、神戸市では相談件数が減少している状況から、令和６年４月１日から受診相談等の

健康相談ダイヤルでの相談から区保健センターによる健康相談に移行した。 

 

〇後遺症相談ダイヤル 

後遺症相談については、相談件数の減少に伴い、令和５年（2023 年）10 月より専用

窓口での相談から区保健センターでの相談に移行した。 

 

時期 5/8～9/30 10/1～3/31 4/1～ 

対応 健康相談ダイヤルと

後遺症相談ダイヤル

を運営 

・健康相談ダイヤルを運営 

・後遺症相談は区保健セン

ターでの相談に移行 

健康相談を区保健セ

ンターでの相談に移

行 

 

（医療費助成） 

厚生労働省（令和５年３月 17 日付事務連絡）からの要請に基づき、令和５年５月８

日以降の新型コロナウイルス感染症に関する治療について、これまでの全額公費支援か

ら、一部公費支援（以下「コロナ公費」という。）へ見直された。 

一方で、兵庫県では、こども医療費助成や重度障害者医療等の医療費助成は、自立支
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援医療や指定難病などの国公費負担医療と併用できない仕組みとなっている。そのため、

一部の新型コロナ患者は、こども医療等の医療費助成が使えず、普段よりも窓口負担が

重くなる状況となったが、兵庫県と協議を行い、令和５年５月８日に遡ってコロナ公費

と併用できることとなった。これを踏まえ、本市でも医療費助成の受給者に対する助成

額の払戻し（償還払い）を開始した。 

コロナ公費の取扱期間については、当初は令和５年５月８日から９月 30 日の間とさ

れていたが、その後、厚生労働省（令和５年９月 15 日付事務連絡）及び兵庫県（令和

５年９月 25 日付通知）から、令和６年３月 31 日まで公費支援を継続することが示さ

れた。 

これを踏まえ、令和５年 10 月１日より、新型コロナ患者の手続き負担軽減を図るた

め、新たに償還払いのオンライン申請を導入した。 

なお、令和６年４月１日からはコロナ公費が終了したため、これら取り扱いについて

も終了した。 

（３）今後に向けた対応

これまで、「感染症の予防のための施策の実施に関する計画（予防計画）」は、感染症

法の規定により、国が定める「基本指針」に即して都道府県が策定していた。新型コロ

ナウイルス感染症への対応を踏まえ、改正感染症法に基づき、次の新興感染症の発生及

びまん延に備えるため、本市においても令和６年（2024 年）４月１日に予防計画を新

たに策定した。 

予防計画の記載項目は感染症法で定められ、国の基本指針に準じた構成となっており、

「感染症の発生の予防及びまん延防止のための施策」等を策定した。さらに、本市では

次の新興感染症に対して万全の体制を整えるため、「感染症及び病原体等に関する情報

の収集、調査及び研究」や「宿泊療養施設の確保」等の保健所設置市では任意項目とさ

れている項目も全て策定したほか、平成 21 年（2009 年）に発生した新型インフルエン

ザ対応の検証を踏まえて現在実施している「感染症神戸モデル」や、新型コロナウイル

ス感染症で対応に苦慮した教訓を盛り込んでいる。

※感染症神戸モデル…平時から保健所が学校園、社会福祉施設、医療機関とネットワ

ークを構築し、感染症発生を早期探知する神戸市独自の地域連携システム
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【予防計画に記載した主な数値目標】 

（保健所の感染症有事体制の確保人員の数値目標） 

目標値 
新型コロナ対応 

（第６波） 

流行開始から１か月間において想定される業務量に対

応する人員確保数 

（感染症に対応する保健所職員と応援職員の合計人

数） 

660 人 600 人 

即応可能な IHEAT 要員の確保数（IHEAT 研修受講者

数） 
40 人 10 人 

※新型コロナウイルスがオミクロン株に変異した第６波と同規模の感染が流行初期

に発生した場合の、流行開始から１ヶ月間の業務量に対応可能な人員確保数を想定

※IHEAT…健康危機発生時において外部の専門職を有効に活用することを目的とし、

健康危機発生時に地域における保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕

組み（Infectious disease Health Emergency Assistance Team）

（研修・訓練の数値目標） 

目標値 

保健所の感染症有事体制に構成される人員を対象とした研修・訓

練の回数 
４回／年 

（検査体制の数値目標） ※民間検査機関等の目標値は任意項目 

流行初期の目標値 

(発生公表後 

１か月以内） 

流行初期以降の目標値 

(発生公表後 

６か月以内) 

新型コロナ対応 

(発生後９か月) 

検査の実施能力 250 件／日 550 件／日 442 件／日 

健康科学研究所 250 件／日 250 件／日 142 件／日 

民間検査機関等 － 300 件／日 300 件／日 

健康科学研究所の 

検査機器の数 
４台 ４台 ４台 

※「発生公表」とは、感染症法に基づく厚生労働大臣による新興感染症に係る発生

の公表をいう。
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（宿泊療養施設の数値目標） ※目標値は任意項目 

 

流行初期の目標値 

（発生公表後 

１か月以内） 

流行初期以降の目標値 

（発生公表後 

６か月以内） 

新型コロナ対応 

（最大値） 

宿泊療養施設 

確保居室数 
160 室 760 室 760 室 

 

 

２．変異株ゲノムサーベイランス体制 

国は、５類移行後も、新たな懸念される変異株の出現に注意することが必要であると

して、引き続きゲノム解析を実施することを都道府県及び保健所設置市に要請した。 

健康科学研究所では、国の考え方を踏まえ、５類移行後も市内感染症発生動向調査事

業指定届出機関（インフルエンザ/COVID-19/小児科）定点 14 箇所の他、LSI メディ

エンス、シスメックス及び西神戸医療センター等 12 病院から陽性検体を集め、継続し

てゲノムサーベイランスを行っている。また、ゲノムサーベイランスによる変異株の検

出状況を神戸市ホームページ上に掲載し、毎週更新した。 

令和４年（2022 年）１月にオミクロン株に置き換わって以降、その亜系統は BA.1 系

統、BA.2 系統、BA.5 系統へと変遷し、５類移行時点では、BA.5 系統から XBB.1.5 系

統と XBB.1.16 系統へと主要な亜系統が置き換わった。その後も亜系統の置き換わりは

進み、EG.5 系統を経て、令和６年（2024 年）３月では JN.1 系統が主要な亜系統とな

っている。これらの遺伝系統が最初に検出された検体の採取日は以下のとおりである。 

XBB1.5 系統（令和 4 年 12 月 19 日） 

XBB1.16 系統（令和 5 年（2023 年）4 月 21 日） 

EG.5 系統（令和 5 年 5 月 23 日） 

JN.1 系統（令和 5 年 10 月 30 日） 

令和６年４月以降は、国から引き続き変異株の発生動向を監視するためゲノム解析の

実施を要請されており、神戸市においても引き続き変異株ゲノムサーベイランス体制を

維持していく。検出状況についても、神戸市ホームページ上に掲載している。（隔週更

新） 

 

 

３．ワクチン接種 

令和５年度（2023 年度）の新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種は、令

和５年（2023 年）３月７日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（以
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下「ワクチン分科会」という。）において、重症化予防を主な目的として実施すること

とされ、 

①65 歳以上の高齢者や基礎疾患が有る者・医療従事者・施設従事者などで初回接種

が完了した者については、春から夏（春開始接種）と秋から冬（秋開始接種）の年

２回 

②それ以外の者（５～64 歳）で初回接種が完了した者については秋から冬の年１回 

の接種を行うという方針が了承され、同日付の厚生労働省通知により、５月８日から春

開始接種を開始することが示された。使用するワクチンについては、春開始接種では、

令和４年（2022 年）秋開始接種から使用しているオミクロン株対応２価ワクチンの使

用を基本とし、秋開始接種については、令和５年度の早期に結論を得るよう検討するこ

ととされた。 

また、接種体制について国は「短期間で集中的に接種を促進するような状況は見込ま

れず、また、新型コロナワクチンの安定的な制度の下での接種を見据えると、個別医療

機関を中心とする体制への移行を進めることが適当である。」とする方針を示し、一部

の自治体で確認されていた接種人数に見合っていない集団接種会場の運営や、問合せ件

数に見合っていない体制のコールセンターなど、補助金の過剰な執行を適正化するため、

令和５年３月 24 日付の事務連絡において、自治体への国庫補助に上限を設けた。 

国庫補助の上限設定に対応するため、神戸市では以下の見直しを行った。 

・集団接種会場の会場数・設置期間の見直し 

神戸市では、市民の利便性を重視し、それまで集団接種会場は各区に最低１か所

は設置することとし、オミクロン株対応２価ワクチンの接種を実施した令和４年秋

開始接種では 16 か所の会場を設置していたが、個別医療機関を中心とする体制へ

移行するという国の方針を踏まえ、接種券の発送が集中する期間の個別医療機関の

混雑緩和のため、当初２か月（５～６月）に限定して集団接種会場を設置すること

とし、会場数も５か所に限定した。秋開始接種についても５か所の会場で実施した。 

また、国庫補助の上限内で会場運営を行うには、会場の稼働率（実際の接種数／

予約枠数）を上げる必要があったため、会場毎の予約数の推移を日々確認し、予約

が取りにくい状況が発生すれば予約枠を拡充し、逆に、空き枠が多く発生するよう

な状況になれば実施日を減らすなどの取り組みを行った。 

 

【集団接種会場実績】 

 春開始接種 秋開始接種 

設置期間 5/9～6/30 9/20～11/18 

稼働率 
98.3％ 

（39,646 回／40,332 回） 

96.5％ 

（47,877 回／49,607 回） 
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・副反応相談窓口・こども健康相談窓口の兵庫県相談窓口への移行 

国が定めた「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」

においては、ワクチン接種後の健康相談や、小児接種・乳幼児接種の相談窓口の設

置については県の役割とされていたところ、神戸市では市民に安心して接種を受け

ていただくことができるよう、接種開始当初より市独自でコールセンターを設けて

対応していたが、問い合わせ件数も減少してきたことから、令和６年（2024 年）3

月末で終了することとし、以降の相談については本来の相談窓口である「兵庫県新

型コロナワクチン専門相談窓口」、及び「兵庫県新型コロナワクチン小児接種専用

相談ダイヤル」へそれぞれ移行した。 

・新型コロナワクチン接種コールセンターの受付時間の短縮 

入電実績等を踏まえて回線数を必要最小限に見直すとともに、入電件数の少ない

夜間（17：30～20：00）と日曜祝日の受付を３月末で終了 

・「新型コロナワクチン接種申込お助け隊」の設置期間の限定 

高齢者等の接種予約支援としてお助け隊を継続配置するものの、予約の集中する

当初 1 か月に限定し、区役所等 12 か所に設置  

【予約受付実績】 

春開始接種（設置期間 ４月 24 日～５月 26 日）：10,447 件 

   秋開始接種（設置期間 ９月 11 日～10 月 13 日）：9,588 件 

 

（令和５年春開始接種） 

○接種対象と接種券送付 

令和５年（2023 年）５月８日から開始された春開始接種では、接種対象は新型コロ

ナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い以下の者とされた。 

①65 歳以上の高齢者 

②５歳以上の者のうち、基礎疾患を有する者・その他重症化リスクが高いと医師が認

める者 

③重症化リスクが高い者が集まる場所においてサービスを提供する医療機関や高齢

者施設、障害者施設等の従事者 

春開始接種の対象者に対して、神戸市では４月 20 日より接種券の発送を開始し、接

種券の送付順位としては、前回接種からの間隔がより空いている者から送付することと

した。また、対象者のうち、基礎疾患を有する者・医療従事者等については、画一的に

抽出することができなかったが、対象者の多くは同じく基礎疾患を有する者を対象とし

た４回目接種を受け、その後、令和４年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン１回目）

を受けていることに着目し、神戸市では「５回目接種が完了している者」等を本要件に

該当するものとみなし、接種を希望する者が少しでも早く接種を受けられるように接種

券の一斉発送を行った。その他に基礎疾患を有する者がいれば、４回目接種同様、「こ
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うべ E-mail 接種券」や、コールセンターに接種券の発行申請をしてもらう方式を採用

した。 

また、春開始接種においては基礎疾患の無い 65 歳未満の者等が接種対象から外れる

ことから、これまでに発行してきた接種券を無効としたうえで、医療機関等で接種対象

者であるかどうかの確認がしやすいように、接種券・封筒の色をそれまでの水色から桜

色に一新した。 

 

○使用するワクチン 

令和４年（2022 年）９月 20 日から開始された令和４年秋開始接種で使用していたオ

ミクロン株対応 2 価ワクチンを引き続き使用することとされた。 

ただし、神戸市がそれまで使用していたファイザー社製オミクロン株（BA.4-5）対応

２価ワクチンの追加供給は、当初国から示されず、在庫として保有していたファイザー

社製オミクロン株（BA.１）対応２価ワクチンを使用するか、モデルナ社製オミクロン

株（BA.4-5）対応２価ワクチンを新たに国から受け取って使用するかの判断を迫られた。

国は、「BA.１対応型であっても、BA.4-5 対応型であっても、従来の１価ワクチンを上

回る効果と、今後の変異株にも有効である可能性が期待されています。対応するオミク

ロン株の種類にかかわらず、その時点で接種可能なオミクロン株対応２価ワクチンを接

種するようお願いします。」としており、在庫の有効活用の観点から神戸市では使用ワ

クチンは以下のとおりとした。 

集団接種会場：ファイザー社製 BA.１対応ワクチン 

個別医療機関：当初（５月） ファイザー社製 BA.4-5 対応ワクチン 

６月以降   ファイザー社製 BA.１対応ワクチン 

 

（令和５年秋開始接種） 

令和５年（2023 年）８月４日付の国の事務連絡において、秋開始接種が９月 20 日か

ら開始されること、また、それに伴い春開始接種が９月 19 日をもって終了することが

示された。 

 

○接種対象と接種券送付 

秋開始接種においては追加接種可能な全ての年齢（生後６か月以上）の者が対象とさ

れ、神戸市では９月７日より対象者に対して接種券の発送を開始した。ただし、春開始

接種の接種券が既に発行され、未使用の者に対しては、間違い接種防止のため改めての

接種券発送は行わないこととした。 

また、接種券の送付順位については、春開始接種の際には前回接種からの間隔がより

空いている者から送付した結果、１回目や２回目接種までしか受けておらず、かなり初

期の段階で以降の接種を受けないと判断した、接種意欲が低いと考えられる層に最初に
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接種券が届いたことから、開始当初の予約がなかなか埋まらない状況が生じた。 

秋開始接種では、その反省を活かし、「春開始接種を受けた高齢者等」「令和４年秋開

始接種（オミクロン株対応ワクチン１回目）を受けた者」「それ以外の者」にグルーピ

ングし、各グループの中で前回接種からの間隔を考慮することで、接種意欲が高いと思

われる者に接種券が少しでも早く届くよう発送計画を立てた。 

 

○使用するワクチン 

令和５年（2023 年）６月２日の国の「新型コロナワクチンの製造株に関する検討会」

において、流行株に対してより高い中和抗体価を誘導するためには、最も抗原性が一致

したワクチンを選択することが妥当とされ、当時流行株の主流が XBB.1 系統に移行し

つつあったことや、XBB.1 系統内の様々な変異体の抗原性の差は小さいと考えられる

ことから、秋開始接種で使用されるワクチンは XBB.1 系統が妥当とされた。 

７月 31 日付の国の事務連絡でファイザー社製、モデルナ社製のオミクロン株

（XBB.1.5）対応１価ワクチンがそれぞれ９月４日の週、９月 11 日の週に自治体に対

して配送が開始されることが示された。配送されるワクチンのうち、８割がファイザー

社製ワクチンで、２割がモデルナ社製ワクチンであったため、これまでの個別医療機関

及び集団接種会場での接種実績を考慮し、神戸市では９月 20 日より、個別医療機関で

はファイザー社製ワクチンを使用し、集団接種会場ではモデルナ社製ワクチンを使用す

ることとした。 

しかし、国から８月 21 日付でモデルナ社製ワクチンの配送が９月 25 日の週まで遅

れる旨の通知があり、９月 20 日からモデルナ社製ワクチンを使用しての集団接種会場

での接種開始が不可能となったため、計画の変更を余儀なくされた。集団接種会場の設

置が遅れることで、接種開始当初の医療機関の混乱が予想されたことから、関係団体と

も再度の協議の上、集団接種会場についても９月 20 日からファイザー社製ワクチンで

接種を開始し、10 月以降モデルナ社製ワクチンに切り替えるという対応をとった。 

また、11 月 28 日に初の国産ワクチンである第一三共社製のオミクロン株（XBB.1.5）

対応１価ワクチンが薬事承認され、12 月より希望する自治体へ配送が開始されること

となったが、神戸市では、ファイザー社製、モデルナ社製と合わせて十分な量のワクチ

ンを確保していたこと、また、第一三共社製のワクチンはファイザー社製、モデルナ社

製と同様、mRNA ワクチンであり、組換えタンパクワクチンである武田社製ワクチン

（ノババックス）のように mRNA ワクチンにアレルギーのある者の接種を受ける選択

肢にもなり得ないことから、本ワクチンを取扱わないこととした。なお、兵庫県が神戸

市内に設置する接種会場（医療機関）において第一三共社製のワクチン接種を行ってい

たため、接種を希望する者には兵庫県への相談を案内した。 
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○乳幼児用ワクチンの不足 

乳幼児（生後６か月～４歳）については、それまで初回（１～３回目）接種しか認め

られておらず、追加接種を受けることはできなかったが、秋開始接種では、乳幼児用フ

ァイザー社製オミクロン株（XBB.1.5）対応１価ワクチンを使用した追加接種が可能と

なり、神戸市では 10 月９日から医療機関へのワクチン配送を開始した。 

国から自治体に対して配分される乳幼児用ワクチンの量は、各自治体の初回接種完了

者数等をもとに、１バイアル当たり最大の 10 回接種を行う前提で決定されていた。新

型コロナワクチンの接種においては、ワクチンを無駄にしないために予約を固めて取る

など、医療機関も工夫を行っていたが、乳幼児の接種についてはそもそもの接種希望者

が少ないこと、また、他の予防接種との接種間隔を考慮しなければならないことから、

国の想定する１バイアル当たり 10 回の接種は極めて困難であった。結果的に乳幼児用

ワクチンが不足する事態となり、本市では 11 月に 3 週間、乳幼児用ワクチンの配送を

止める対応を取らざるを得なかった。 

なお、11 月 1 日にはモデルナ社製オミクロン株（XBB.1.5）対応１価ワクチンの乳幼

児への使用が認められていたが、対象年齢・初回接種における接種回数がファイザー社

の「生後６か月～４歳・３回接種」と異なり、「生後６か月～５歳・２回接種」だった

こと、またモデルナ社製ワクチンは追加接種で使用できないなど、医療機関が混乱する

おそれがあったため、本市では乳幼児用としてモデルナ社製ワクチンの配送は行わなか

った。 

 

○令和６年度（2024 年度）以降の接種 

令和５年（2023 年）11 月 22 日のワクチン分科会において以下の 2 点が確認された。 

 ①特例臨時接種の令和５年度（2023 年度）末での終了について 

・感染症の疫学的状況として XBB 系統の重症度に上昇の兆候はなく、公衆衛生上

のリスク増加の根拠はない。 

・ワクチンによる重症化予防効果が 1 年以上持続し、国民の多くがウイルスに対す

る免疫を保有した状態にある。 

・重症化予防等の効果のある抗ウイルス薬が複数利用可能になり、一般流通も行わ

れるなど、新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況において有利な状況変化が

生じている。 

以上の状況を踏まえ、「まん延予防上緊急の必要がある」と認められる状況には

ないと考えられるため、特例臨時接種を今年度末で終了すること。ただし、病原

性が大きく異なる変異株の出現等の科学的な前提が異なるような特段の事情が

生じた場合は、改めて予防接種法上の位置づけについて検討することとし、引き

続き、ウイルスの流行状況等に関する情報収集及び評価を行うこと。 
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 ②令和 6 年度（2024 年度）以降の接種プログラムについて 

・オミクロン株においては、新たな亜系統や組換え体を生じているもののウイルス

の重症度等は変化しておらず、高齢者や基礎疾患を有する者においては重症化を

もたらす恐れがある一方で、それ以外の者においては重症化等の割合は少ない状

況である。また、感染症の流行周期は明らかではなく、年に複数回の感染拡大が

見られるが、特に年末年始において、比較的大きな感染拡大が見られる。 

・ワクチンの有効性については、感染予防・発症予防効果の持続期間等は２～３か

月程度と限定的である一方、重症化予防効果は１年以上一定程度持続することに

加えて、流行株に合わせたワクチンの追加接種を行うことで、追加的な重症化予

防効果等が得られるとの報告がある。 

・ワクチンの安全性については、副反応検討部会において継続的に安全性の評価が

実施されており、現時点においてワクチン接種によるベネフィットがリスクを上

回ると考えられ、ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められない。 

以上の状況を踏まえ、個人の重症化予防により、重症者を減らすことを目的とし、

予防接種法の B 類疾病に位置付けた上で、法に基づく定期接種として実施する。 

接種の対象は、新型コロナウイルス感染症による疾病負荷を考慮し、65 歳以上の

高齢者と 60～64 歳の一定の基礎疾患を有する者とし、インフルエンザワクチンに

おける接種の対象者と同様とする。なお、定期接種の対象者以外でも、任意接種と

して接種の機会を得ることができる。 

ワクチンの重症化予防効果が１年以上、一定程度持続すること、また、新型コロ

ナウイルス感染症が年末年始に比較的大きな感染拡大を見せることから、接種のタ

イミングは年１回、秋冬とする。また、使用するワクチンは科学的知見を踏まえて

選択することとし、当面の間、毎年見直す。 

 

12 月 25 日開催の厚生労働省自治体説明会において、定期の予防接種における接種費

用として 7,000 円（ワクチン価格 3,260 円、手技料 3,740 円）を標準に、各自治体にお

いて予算等を検討するように説明があった。ただし、ワクチン価格については見込みの

ものであり、令和６年（2024 年）２月頃にワクチンメーカー各社に市場流通価格を聴

取し、接種費用が 7,000 円を超えた場合には、自己負担額が増えないよう国として何ら

かの対策を講じることも視野に、引き続き検討するという不確定な情報であったため、

神戸市では令和６年度（2024 年度）当初予算には計上はしなかった。 

３月 15 日開催の自治体説明会において、接種費用の見直しについて説明があり、

3,260 円と見込んでいたワクチン価格が 11,600 円程度に増加し、接種費用も 15,300 円

程度になると示された。併せて、増加した 8,300 円については、接種を受ける際の自己

負担額が増加しないよう、国から自治体に対して「ワクチン生産体制等緊急整備基金」

を活用した助成金が支払われることも説明があった。ただし、実際のワクチン市場流通
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価格が国の想定する金額で収まるかが不明であったため、神戸市では４月以降に市場流

通価格を確認の上、速やかに自己負担額等の事業の枠組みを決定し、市民に対して周知

していくこととした。 

 

時期 5/8～3/31 4/1～ 

対応 【接種対象者】 

生後６ヶ月以上 

【接種時期】 

・高齢者や基礎疾患が有る者等

は、春開始接種と秋開始接種

の年２回 

・それ以外の者は秋開始接種の

年１回 

【接種時の自己負担】 

 無料 

【公費助成の接種対象者】 

・65 歳以上の者 

・60 歳以上 65 歳未満の者であ

って、心臓、腎臓若しくは呼吸

器の機能の障害又はヒト免疫

不全ウイルスによる免疫の機

能の障害を有するもの 

【接種時期】 

年１回、秋冬を想定 

【接種時の自己負担】 

未定 

 

（福祉施設におけるワクチン接種） 

高齢者施設及び障害者施設等では、5 類移行後も引き続き、重症化リスクの高い①65

歳以上の高齢者②基礎疾患を有する者等③医療従事者等の方に対して、重症化予防を主

な目的として施設内接種の推進に取り組んできた。 

具体的には、令和５年（2023 年）９月 11 日に「新型コロナウイルス感染症ワクチン

接種 高齢者施設・障害者施設等での令和５年秋開始接種の実施について」の通知を発

出し、施設内接種を前回接種日から３か月経過後に速やかに実施していただくことで、

利用者の重症化防止及び施設内でクラスターを発生させないよう努めた。 

 

（巡回接種） 

引き続き、寝たきり状態などにあり接種会場での接種や主治医による往診での接種が

受けられない方に対して、自宅での接種ができるよう、医師と看護師で構成される巡回

接種チームを編成し、巡回接種を実施した。 

高齢者の日頃の状態をよく知る介護支援専門員（ケアマネジャー）からの報告を受け

て接種を必要とする方を把握し、本人の身体状況の把握や日程調整を行うなど、少しで

も多くの方に接種してもらえるよう努めた。（令和５年（2023 年）11 月 17 日終了） 

接種実績：令和５年春開始接種 73 件 105 人（介護者含む） 

令和５年秋開始接種 96 件 155 人（介護者含む） 
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（配慮を要する方への接種） 

集団接種会場など多くの人が集まるような会場での接種が困難な「配慮が必要な方」

のための接種を引き続き実施した。 

対 象 者：12 歳以上の知的障害者(療育手帳所持者)、精神障害者(精神障害者保健

福祉手帳 1 級所持者)で、かかりつけ医や集団接種会場での接種が困難

な方 

会  場：ハーバーランドセンタービル 

実施期間：春開始接種…令和５年（2023 年）５月 11 日～６月 29 日のうち５日間 

秋開始接種…令和５年（2023 年）10 月５日～11 月 16 日のうち３日間 

実  績：春開始接種 9 世帯 19 人・秋開始接種 21 世帯 36 人 

（参考）接種開始（令和３年 11 月４日）以降の累計：241 世帯 412 人 

 

 

４．社会福祉施設等の取り組み 

（感染防止施策の情報提供） 

社会福祉施設等については重症化するリスクの高い方々が利用する施設であり、感染

拡大防止に取り組む必要があることから、国の通知や神戸市の方針、５類移行後も実施

している感染防止施策について、電子メール等で市内全事業所に送付し、情報提供を行

った。 

 

（社会福祉施設等の介護従事者等に対する抗原定性検査の実施） 

国からの要請により、社会福祉施設等の従事者に対する定期的検査と陽性者発生時の

周囲の人への検査を令和６年３月 31 日まで継続して実施した。陽性者発生時の周囲の

人への検査については、保健所の施設調査と連携した検査を行った。 

 

（サービス継続支援事業） 

介護サービス事業所・介護施設及び障害福祉サービス事業所・障害者支援施設が、新

型コロナウイルスの感染機会を減らしつつ、必要なサービスを継続して提供できるよう、

通常のサービス提供時では想定されない、緊急時の人材確保や消毒・清掃、衛生用品購

入等に要する経費に対する国庫補助制度について、引き続き制度の周知及び利用希望事

業者への補助を実施した。本事業は令和 6 年（2024 年）３月末で終了した。 

 

【補助の実績】 

 令和４年度 令和５年度（３月末） 

介護サービス 840,862 千円（672 件） 1,166,204 千円（823 件） 

障害福祉サービス 38,178 千円（147 件） 3,405 千円（ 31 件） 
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  ※令和５年度（介護サービス分）は、前年度感染者分の支出も一部必要となったた

め、金額が大幅に増加 

 

（社会福祉施設等の多床室の個室化事業） 

 介護施設等において、感染が疑われる入所者が発生した場合に備え、多床室を区切り、

感染が疑われる入所者を空間的に隔離するための個室化を行う際の国庫補助制度につ

いて、引き続き神戸市から各法人に当該補助制度の周知及び利用希望者への補助を実施

した。（令和６年度（2024 年度）も引き続き実施中） 

 

【補助の実績】 

  令和５年度：６施設 311 床 

 

（介護施設等の簡易陰圧装置等の整備支援事業） 

感染拡大防止のため、介護施設等において、居室に簡易陰圧装置等を設置する際の国

庫補助制度について、引き続き神戸市から各法人に当該補助制度の周知及び利用希望者

への補助を実施した。（令和６年度（2024 年度）も引き続き実施中） 

 

【補助の実績】 

  令和２年度：23 施設 54 台 

  令和３年度：21 施設 119 台 

  令和４年度： 6 施設 34 台 

  令和５年度：12 施設 31 台 

 

（こうべ医療者応援ファンド） 

同ファンドは、令和２年（2020 年）４月 24 日に創設後、数回に渡って医療機関等に

配分してきたが、新型コロナウイルス感染症が５類に移行したことに伴い、令和５年

（2023 年）３月 31 日をもって寄付金の受け付けを終了し、最終的に 126,603,436 円が

残額となった。（寄付金受入実績：4,188 件、878,959,213 円） 

そこで、残額全てを最終配分すべく、これまでと同様に同ファンド配分委員会にて配

分基準・方法を審議し、令和３年（2021 年）12 月１日～令和５年（2023 年）３月 31

日までに、新型コロナウイルス感染症患者に直接対応した医療従事者の実人数に対し、

クラスター発生「有」の機関には従事者１人あたり 10,000 円、クラスター発生「無」

の機関には従事者１人あたり 5,000 円の QUO カードを配布することを決定し、令和５

年（2023 年）11 月 29 日～12 月 4 日の間で配布して一定の役割を終えた。 
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５．職員体制 

（職員の応援体制・保健所の体制） 

新型コロナウイルス感染症の５類移行による関連業務の取扱い変更等に伴い、健康局

における体制を順次縮小してきた。 

令和５年度（2023 年度）中に 25 ポスト、令和６年（2024 年）４月には 33 ポストを

縮小した上で、新型コロナワクチンの定期予防接種化に伴う業務の遂行に必要な人員の

みを措置し、既存の保健所の体制に組み込んでいる。 

各局室区から健康局への兼務での応援による体制についても、５類移行後は徐々に縮

小し、令和５年（2023 年）６月 30 日をもって全ての兼務を解除した。 

新型コロナワクチンの集団接種会場の運営については、令和５年度も引き続き各局室

区のカウンターパート方式を導入しており、春開始接種時は５月～６月に市内計５会場

で、秋開始接種時は９月～11 月に市内５会場を開設した。令和６年度（2024 年度）も、

主に 65 歳以上の方への定期接種が予定されているが、集団接種会場を開設する場合に

は、同様の応援体制を構築していく予定である。 

保健所における保健師の体制については、今回のコロナ対応への体制強化のため、201

名（令和２年（2020 年）４月）から約 1.5 倍となる約 300 名に増員した。今回の経験

を踏まえ、今後の新興感染症のパンデミック等に備えるためにも、保健師の人員体制は

約 300 名を維持したうえで、平時には一部の人員は保健師業務以外の事務に従事し、有

事の際には保健師業務に集中的に従事することで、迅速かつ機動的に対応できる体制を

整備しておく。 

また、今回の新型コロナウイルス感染症対応では、業務のデジタル化が進んでいない

ことによる現場の負担増という問題が浮き彫りとなり、時には人海戦術で対応すること

を余儀なくされたところである。保健所業務の DX の推進に必要な体制を今後も維持し

ていくことにより、市民サービスの向上と職員の負担軽減を更に図っていく。 

（在宅勤務制度・フレックスタイム制の運用） 

在宅勤務制度・フレックスタイム制については、職員の多様で柔軟な働き方の推進、

仕事と生活の両立を図るという観点から５類移行後も引き続きすべての職員を利用対

象とした。一方で、令和５年６月以降、職務の性質等を踏まえ適切な運用が図られるよ

う在宅勤務の利用上限を上限なしから週４回までとし、フレックスタイム制については

週休日の追加設定ができる事由から通勤混雑の回避による新型コロナウイルスの感染

拡大防止を廃止して育児・介護等に限定する見直しを行った。 

- 19 -



市内の定点医療機関（48か所）からの定点あたり報告数推移

2023/5/8～ 7/24～ 12/18～9/4～ 2024/1/22～ ～3/24

11.21 11.23

1.35

2.73

9.02

2.79

巻末資料
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市内の定点医療機関（48 か所）からの報告数推移 

入院患者数の推移 

5 月 18 日 5 月 25 日 6 月 1 日 6 月 8 日 6 月 15 日 6 月 22 日 6 月 29 日 7 月 6 日 7 月 13 日 

入院患者数 54 41 65 56 95 91 72 84 99 

7 月 20 日 7 月 27 日 8 月 3 日 8 月 10 日 8 月 17 日 8 月 24 日 8 月 31 日 9 月 7 日 9 月 14 日 

入院患者数 155 220 230 248 236 212 239 244 200 

9 月 21 日 9 月 28 日 10 月 5 日 10 月 12 日 10 月 19 日 10 月 26 日 11 月 2 日 11 月 9 日 11 月 16 日 

入院患者数 196 159 122 124 72 41 53 32 27 

11 月 24 日 11 月 30 日 12 月 7 日 12 月 14 日 12 月 21 日 12 月 28 日 1 月 9 日 1 月 11 日 1 月 18 日 

入院患者数 22 34 93 103 115 80 119 143 187 

1 月 25 日 2 月 1 日 2 月 8 日 2 月 15 日 2 月 22 日 2 月 29 日 3 月 7 日 3 月 14 日 3 月 21 日 

入院患者数 187 208 211 263 230 169 163 157 150 

3 月 28 日 

入院患者数 187 

第 19 週 

(5/8～5/14) 

第 20 週 

(5/15～5/21) 

第 21 週 

(5/22～5/28) 

第 22 週 

(5/29～6/4) 

第 23 週 

(6/5～6/11) 

第 24 週 

(6/12～6/18) 

第 25 週 

(6/19～6/25) 

第 26 週 

(6/26～7/2) 

第 27 週 

(7/3～7/9) 

報告数 

（定点あたり）
65 

(1.35) 

64 

(1.33) 

82 

(1.71) 

110 

(2.29) 

138 

(2.88) 

166 

(3.46) 

184 

(3.83) 

213 

(4.44) 

317 

(6.60) 

第 28 週 

(7/10～7/16) 

第 29 週 

(7/17～7/23) 

第 30 週 

(7/24～7/30) 

第 31 週 

(7/31～8/6) 

第 32 週 

(8/7～8/13) 

第 33 週 

(8/14～8/20) 

第 34 週 

(8/21～8/27) 

第 35 週 

(8/28～9/3) 

第 36 週 

(9/4～9/10) 

報告数 

（定点あたり）
437 

(9.10) 

479 

(9.98) 

538 

(11.21) 

521 

(10.85) 

355 

(7.40) 

328 

(6.83) 

463 

(9.65) 

442 

(9.21) 

539 

(11.23) 
第 37 週 

(9/11～9/17) 

第 38 週 

(9/18～9/24) 

第 39 週 

(9/25～10/1) 

第 40 週 

(10/2～10/8) 

第 41 週 

(10/9～10/15) 

第 42 週 

(10/16～10/22) 

第 43 週 

(10/23～10/29) 

第 44 週 

(10/30～11/5) 

第 45 週 

(11/6～11/12) 

報告数 

（定点あたり）
496 

(10.33) 

303 

(6.31) 

264 

(5.50) 

176 

(3.67) 

108 

(2.25) 

86 

(1.79) 

56 

(1.17) 

51 

(1.06) 

58 

(1.21) 
第 46 週 

(11/13～11/19) 

第 47 週 

(11/20～11/26) 

第 48 週 

(11/27～12/3) 

第 49 週 

(12/4～12/10) 

第 50 週 

(12/11～12/17) 

第 51 週 

(12/18～12/24) 

第 52 週 

(12/25～12/31) 

第 1 週 

(1/1～1/7) 

第 2 週 

(1/8～1/14) 

報告数 

（定点あたり）
51 

(1.06) 

 47 

(0.98) 

55 

(1.15) 

75 

(1.56) 

98 

(2.04) 

131 

(2.73) 

121 

(2.52) 

106 

(2.21) 

197 

(4.10) 
第 3 週 

(1/15～1/21) 

第 4 週 

(1/22～1/28) 

第 5 週 

(1/29～2/4) 

第 6 週 

(2/5～2/11) 

第7週 

(2/12～2/18) 

第8週 

(2/19～2/25) 

第9週 

(2/26～3/3) 

第10週 

(3/4～3/10) 

第11週 

(3/11～3/17) 

報告数 

（定点あたり）
320 

(6.67) 

433 

(9.02) 

419 

(8.73) 

357 

(7.44) 

215 

(4.48) 

199 

(4.15) 

193 

(4.02) 

166 

(3.46) 

165 

(3.44) 
第 12 週 

(3/18～3/24) 

報告数 

（定点あたり）
134 

(2.79) 

（人） 

（人） 
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